
◉
民
生
委
員
・
児
童
委
員（
敬
称
略
）

▼
田
原
東
部
校
区
＝
鈴
木
俊
哉（
相
川
・
谷
熊
）／
中

神
仁
美（
や
ぐ
ま
台
）／
奥
千
恵
子
・
河
邉
の
ぶ
・
河
邉

と
き
子（
豊
島
）　

▼
童
浦
校
区
＝
齋
藤
碩（
吉
胡
）／

佐
藤
岸
男（
木
綿
台
・
吉
胡
台
）／
大
谷
富
彦
・
鈴
木
紀

久（
浦
）／
大
東
與
一
郎（
西
浦
）／
中
尾
陽
一
郎（
波

瀬
・
姫
見
台
）／
小
林
和
子（
白
谷
・
片
浜
）／
森
貞
司

（
光
崎
）　

▼
田
原
南
部
校
区
＝
中
神
資
二
・
冨
田
雅

則（
大
久
保
）　

▼
田
原
中
部
校
区
＝
沓
名
連
子（
一

番
東
）／
堀
禎
子（
一
番
西
）／
横
田
三
惠（
三
番
組
）

／
渡
邉
勝
博（
四
番
組
東
）／
大
羽
征
幸（
四
番
組
西
）

／
中
村
美
雪（
四
番
組
南
）／
山
本
克
美（
蔵
王
東
ヶ

丘
）／
岡
田
三
恵
子（
蔵
王
南
ヶ
丘
）／
亀
田
み
は（
萱

町
一
区
）／
大
橋
昌
信（
萱
町
二
区
）／
岩
瀬
一
子（
萱

町
三
区
）／
廣
中
貴
彦（
本
町
）／
伊
藤
里
枝
・
小
笠
原

貫
子（
新
町
）　

▼
衣
笠
校
区
＝
鈴
木
民
代
・
本
多
稔

（
加
治
）／
鈴
木
一
志（
衣
笠
）／
石
田
豊
子（
八
軒
家
）

／
藤
城
正
孝（
藤
七
原
）／
鈴
木
淳
子（
鎌
田
・
東
滝

頭
）／
渡
邉
操
枝（
赤
石
）　

▼
神
戸
校
区
＝
丸
山
桂

子（
川
岸
・
サ
ン
コ
ー
ト
）／
髙
橋
喜
子（
漆
田
一
区
）

／
曽
我
和
市（
漆
田
二
区
・
東
赤
石
）／
菅
谷
裕
行（
漆

田
三
区
）／
飛
田
章
子（
神
戸
市
場
・
希
望
が
丘
）／
尾

原
ア
ケ
ミ（
青
津
）／
山
田
正
敏（
赤
松
・
志
田
・
新
美
）

／
大
谷
充（
南
町
・
谷
ノ
口
）／
大
羽
正
勝（
東
ヶ
谷
）

▼
大
草
校
区
＝
横
田
弘
道（
大
草
）／
近
藤
信
子（
大

草
団
地
）　

▼
野
田
校
区
＝
瓜
生
勝
夫（
芦
・
南
）／
安

藤
壽
子（
彦
田
・
雲
明
・
保
井
）／
林
俊
信（
東
馬
草
・
西

馬
草
）／
林
芙
美
子（
野
田
市
場
・
今
方
・
北
海
道
）／

河
邉
洋
一
郎（
山
ノ
神
・
仁
崎
）／
長
田
敏
子（
ほ
る
と

台
）　

▼
六
連
校
区
＝
河
合
孝
治（
長
上
・
久
美
原
・
浜

田
）／
嘉
陽
和
子（
百
々
・
新
浜
）　

▼
高
松
校
区
＝
柴

田
ひ
ろ
子（
高
松
新
井
・
谷
倉
・
東
脇
）／
辻
義
郎（
高

松
西
脇
・
中
村
）／
大
羽
武
夫（
高
松
一
色
）　

▼
赤
羽

根
校
区
＝
岸
上
郁
子（
赤
羽
根
東
）／
松
田
德
子（
赤

羽
根
中
）／
大
武
憲
司（
赤
羽
根
西
）　

▼
若
戸
校
区

＝
杉
原
克
幸（
池
尻
）／
槇
田
泰
吉（
若
見
）／
伊
藤

剛
義（
越
戸
）　

▼
泉
校
区
＝
千
賀
昭
一（
宇
津
江
）／

山
内
佐
伯
・
河
合
和
彦（
江
比
間
）／
河
合
三
男（
八
王

子
）／
渡
邉
久
一（
村
松
）／
稲
垣
タ
ヅ（
馬
伏
）／
鈴

木
昌
弘（
伊
川
津
）／
竹
内
泰
孝（
石
神
）　

▼
清
田
校

区
＝
吉
川
茂
生（
山
田
）／
仲
神
和
義（
高
木
）／
鈴
木

清
市（
折
立
）／
大
谷
充
子
・
鈴
木
壽
夫（
古
田
）

▼
福
江
校
区
＝
冨
田
美
枝
子（
長
沢
）／
上
村
通
子
・

神
谷
明
・
川
口
美
代
子（
福
江
）／
上
村
敏
彦（
新
宅
）

／
片
山
哲
治（
向
山
）／
神
谷
富
一
・
杉
浦
公
男（
保

美
）　

▼
中
山
校
区
＝
村
田
憲
雄
・
髙
橋
幸
一
・
清
田

信
子
・
木
藤
澄
子（
中
山
）／
川
口
源
藏
・
河
合
彦
壽
・

小
川
惠
子
・
川
口
静
子（
小
中
山
）　

▼
亀
山
校
区
＝

山
本
民
生（
亀
山
）／
酒
井
武
昭（
西
山
）　

▼
伊
良
湖

校
区
＝
尾
澤
美
也（
伊
良
湖
）／
小
久
保
健
一（
日
出
）

▼
堀
切
校
区
＝
長
尾
美
久
・
松
野
靖
・
大
藤
眞
由
美

（
堀
切
）／
山
口
邦
子（
小
塩
津
）　

▼
和
地
校
区
＝

荒
木
敏
美（
一
色
）／
藤
井
義
明（
和
地
）／
鈴
木
一
利

（
土
田
）

◉
主
任
児
童
委
員（
敬
称
略
）

石
川
誠
／
山
田
ま
さ
代
／
水
野
明
美
／
浅
野
悦
子
／

鈴
木
玲
子
／
山
内
尚
子
／
小
久
保
あ
け
み

▼
対
象
＝
給
与
所
得
者
で
、
平
成
19
年
中

に
入
居
し「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
）」を
初
め
て
受
け
よ
う
と

す
る
方　

▼
日
時
＝
２
月
５
日（
火
）午
前

10
時
か
ら
と
午
後
１
時
30
分
か
ら
の
２
回

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館
２
０
１
会
議
室

▼
持
参
す
る
も
の
＝「
印
鑑
」「
給
与
所
得

者
の
源
泉
徴
収
票
」「
土
地
・
建
物
の
登
記

事
項
証
明
書
」「
住
民
票
」「
売
買
契
約
書
ま

た
は
請
負
契
約
書
の
写
し
」「
借
入
金
の
年

末
残
高
証
明
書
」「
計
算
機
」「
医
療
費
控
除

の
領
収
書
」な
ど　

▼
そ
の
他
＝
必
要
書

類
が
整
い
、
確
定
申
告
書
の
記
入
が
完
了

し
た
方
は
、
こ
の
会
場
で
確
定
申
告
を
受

け
付
け
ま
す
。
詳
し
く
は
直
接
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
税
務
署

☎（
０
５
３
２
）52
局
６
２
０
１

▼
対
象
＝
給
与
収
入
の
み
の
方
で
医
療

費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
、
中
途
退

職
者
な
ど
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な
い
方

で
、
還
付
申
告
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

▼
受
付
期
間
＝
２
月
１
日（
金
）〜
15
日

（
金
）午
前
９
時
〜
11
時
30
分
・
午
後
１
時

〜
４
時
30
分　

▼
受
付
場
所
＝
市
役
所
税

務
課（
南
庁
舎
２
階
）　

▼
そ
の
他
＝
２
月

18
日（
月
）〜
３
月
17
日（
月
）ま
で
は
市
内

各
確
定
申
告
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。
詳

し
く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
好
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
11
月
28
日
、田
原
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ（
会

長 

山
田
英
二
さ
ん
）
か
ら
地
域
緑
化
事
業

の
一
環
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ー
公
式
訪
問
を
記

念
し
、神
戸
小
学
校
へ
ゆ
り
球
根
３
０
０
球
。

▼
11
月
29
日
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ

ク
ト
リ
ー（
代
表 

山
本
拓
也
さ
ん﹇
長
野
県

飯
田
市
﹈）か
ら
、
エ
コ
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進

施
策
推
進
の
た
め
、
３
万
１
１
２
０
円
。

申告などの手続きを、自宅のパソコ
ンで簡単に！

1HPから簡単申告
2最高5000円の税額控除
3添付書類の提出不要
4還付金がスピーディー
※e-Taxを利用するためには、電子証明書が
必要となります。

◉詳しくは、ホームページをご覧ください。

　  http://www.e-tax.nta.go.jp

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員

は
住
民
の
日
常
生
活
上
の

相
談
に
気
軽
に
応
じ
、福

祉
増
進
の
た
め
に
活
動
を

し
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選

が
12
月
１
日
付
を
も
っ
て

行
わ
れ
、厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
３
年
間
で
す
。新

し
い
委
員
と
担
当
地
区
は

次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税
の

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
説
明
会

所
得
税
の
還
付
申
告

イータックス で 検索
⬆⬆
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あなたの地区の

民生委員・児童委員
　福祉課☎23局３５１２

をご利用ください。
イータックス


